
私が国際室室長になって３年弱となりました。国

際室では、内部の確認事項として３年を嘱託の基本

的な任期としており、私も今年の末で任期を終える

ことになります。私が室長になった際に、「国際室

活動方針」を作成し、この方針に従い今後の活動を

推進することにいたしました。�日弁連の能動的か
つ戦略的な国際活動の推進、�国際問題に関するシ
ンクタンクとしての役割の強化、�各種データのデ
ータベース化の推進および�国際問題に関する情報
の会員への迅速な提供を基本的活動方針として掲げ

ました。

また、この基本方針を実現するために、国際室に

所属する者が共有すべきポリシーを以下のとおり定

めました。�官僚主義の打破（自由な討議を通じて
最良の結果を出すことを最大の目的とします）、�
国際課との共同活動の重視（弁護士・職員のわけ隔

てなく、国際室・国際課が一体となった取り組みを

ますます推進します）、�変化への挑戦（変化の時
代にあって、変化のチャンスと捉えてフットワーク

よく積極的に活動します）、�選択と集中（多くの
活動に濃淡をつけ、重要な活動を選択のうえ、それ

に集中します）

どれほど上記に従った活動ができたか自信があり

ませんが、よき同僚に恵まれ、一緒に努力してきた

ことは確かです。さらに国際室の活動が充実するこ

とを祈ってやみません。（国際室室長 矢吹 公敏）

第１９回大韓弁護士協会との定期交流会

去る１１月３日から５日、梶谷会長を団長とする１５

名の日弁連代表団が、韓国・ソウルの大韓弁護士協

会を訪問し、第１９回の定期交流会が実施された。迎

えてくれた大韓弁協の千�興（チョン・ギフン）協
会長は、会員総数約７０００人という大韓弁協の協会長

選挙を、純米国式ロースクール制度の導入には慎重、

弁護士の大量増員には反対という政策を掲げて、対

立候補とわずか六〇数票の差で勝ち抜いたという協

会長であり、他の理事者も昨年の第１８回定期交流会

の際とは総入れ替えという状況であった。

司法制度改革の制度設計が完了し、設計した制度

の実行の段階に入っているわが国と異なり、韓国は

まだこれから制度設計がなされようとしている途中

である。その中で、全人口が日本の３分の１の韓国

において、司法試験の合格者はすでに年間１０００人に

達しており、いわばわが国の弁護士３０００人増員時代

を先取りしているわけである。開業弁護士数も、１９９６

年に３０００名であったのが２００５年には７０００名を超えた

ということで、おのずと弁護士の大量増員の問題に

はきわめて強い関心を抱いていることが、大韓弁協

の表敬訪問の際にも、その後の意見交換会の席上に

おいても、随所に窺えた。

観光らしきものは、初日の国立中央博物館見学（新

築されたばかり）ぐらいで、２日目は上述のように、

朝の大韓弁協の表敬訪問の段階から、意見交換会が

始まったようなものであった。弁護士の大量増員問

題のほか、両国の刑事訴訟法改正、商法

改正についても、充実したプレゼンと白

熱した質疑応答・意見交換が行われた。

（川口）

ニューヨークから
政府代表団として国連総会参加

このたび、私は、第６０回国連総会に日本政府代表

代理として、ニューヨークの国連本部で行われてい

る国連総会第３委員会に政府代表団の一員として出

席するという、弁護士としては得がたい貴重な経験

をさせていただきました。国連総会の通常会期は毎

年９月中旬から始まり、普通は年末までに実質審議

が終了します。テレビなどで見ることのある国連総

会議場では国連総会の本会議が行われており、これ

と並行して第１から第６までの主要委員会の公式会

合、及び、決議案交渉のための数々の非公式会合が

行われます。総会以外にも、安全保障理事会や経済

社会理事会の会合も行われ、さらには、セミナーや

パネルディスカッションなどのサイドイベントもあ

り、９月から１２月までは、ニューヨークの国連本部

は、最も忙しくて、最も人が集まる時期です。

主要委員会は国連の全加盟国で構成されており、

私が出席している第３委員会は、社会開発、犯罪防

止・刑事司法、麻薬、女性、子ども、先住民、人権、

人種差別、自決権、難民と多くの議題を扱います。

その他、われわれ法曹に関連が深い委員会として、

国際法及び法務を扱う第６委員会があります。

私の国連総会での仕事は、毎日、第３委員会の公

式会合に出席し、その日の議論を日本の国連代表部

に報告すること、日本の代表としてステイトメント

や質問をすることなどです。私は、これまでに、国

連人権高等弁務官事務所でのインターンや、日弁連

代表団の一員として国連の会議への参加の経験があ

りますが、今回のように、７週間もの長期にわたり

国連総会に政府代表団の一員として参加するという

経験は初めてのことであり、国連の活動や機構につ

いての知識と理解を深め、加盟国としての視点から

国連の活動を見るという新たな経験もできました。

今回の経験を通して学んだことを、今後、国際室で

の仕事にも活かしていきたいと思います。（大谷）

ＩＢＡ総会
人権関係分科会に
参加して
今年のＩＢＡ総会は、プラハで９月下旬５日

間にわたって行われ、人権関係分科会も多数開

かれた。HumanRightsInstitute（人権機構）のほ

か、主催委員会としては、人権、移民・入管法、

司法へのアクセス、両性の平等、雇用法、法学

者の各委員会などがあり、旺盛な活動をしてい

る。日弁連は、西村利郎前ＩＢＡ理事、梓澤和

幸前ＨＲＩ副議長を中心にＨＲＩ創立に貢献

し、代用監獄や捜査可視化について日本に調査

団を招聘したが、ＩＢＡの活動の広がりと人的

資源の豊富さを考えると、これら人権関係各委

員会の活動への関与をいっそう強める価値と必

要があると思う。

今回、国連改革に関する分科会では、ＨＲＩ

共同議長のカルデナス（元アルゼンチン国連大

使・安保理議長、元ＩＢＡ会長）、ゴールドス

トーン（元南アフリカ最高裁判事）両氏と、コ

レル前国連法務局長、リースマン米エール大教

授がパネリストとなって、ルワンダ内戦の際に

大国の思惑により国連の介入が遅れたこと等を

例にとって、人権の立場からの国連改革が論じ

られた。国際刑事裁判所に関する分科会では、

旧ユーゴやルワンダ法廷の成功の理由、弁護人

の役割、検事の裁量権等が論じられ、ＩＢＡＨ

ＲＩがハーグに常勤弁護士をおいてＩＣＣの活

動を監視する計画を準備していることが紹介さ

れた。このほか、私は、国際法廷における被害

者や証人の保護、司法へのアクセス、貧困者へ

の法的サービスとリーガルクリニック、ビジネ

スローヤーのための欧州人権条約、企業の社会

的責任の各分科会に出席し、世界の息吹きを感

じることができた。なお、配布資料はＣＤ－Ｒ

ＯＭにまとめられている。 （上柳）
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東南アジアの国々を訪問する機会が増

えたが、ベトナム訪問はたまたま初めて

であった。われわれの世代では若かりし

ころのベトナム戦争が強く記憶に残って

おり、米国に長期の戦争の結果勝利した

国というイメージが強く、なんとなく衿

を正して入国する気分となった。ホーチ

ミンシティは車よりバイクが多く、「ベ

ンツＥクラス」が４台売れたことが地元

の英字紙の一面に掲載されていた。市場

型経済への入り口にあり、国民性なのか、

秩序ある経済発展の予兆が感じられた。

ローエイシアの理事会は、同市で、ホ

ーチミンシティ弁護士会の Trade Law

Conference と協賛して開催された。

私は、会長、副会長とその他の執行メ

ンバーからなるＥｘＣｏ（執行部会）の

メンバーであるため、１０月７日の半日を

費やして議論が交わされたＥｘＣｏ会議

と１０月９日の理事会の双方に出席した。

同じ議題が多いので理事会を中心に報告

すると、今回をもって、インドのサンギ

氏から韓国のリー氏に会長が交代するた

め、感動的な挨拶があり、役員の選任、

今後の活動、コンファランスの予定につ

き活発な、かつ真剣な討議がなされた。ロ

ーエイシアの団体会員にはアジアの有力

弁護士会が構成員となっているので、弁

護士会の協力による人権公益活動の国際

的ネットワークの場として、またアジア

に共通のビジネス・ロー、国際投資などの

問題を意見交換する場として日弁連もよ

り積極的に取組む価値があると感じた。

フェアウェルパーティーは、ホーチミ

ンシティ弁護士会が元大統領官邸を借り

切って開催し、ベトナム舞踊を楽しみな

がら印象的な交流ができた。

（ローエイシア日本代表理事 内田 晴康）

ＵＣバークレーに留学して
埼玉弁護士会 池永 知樹

約７年の実務後、留学しました。

西海岸の恵まれた気候と豊かな街

並みの中で生活、研究できる一方、

一歩社会の裏側を垣間見ると、わ

が国とは質量ともに凌駕する深刻

な社会病理に苦しむ米国・カリフ

ォルニアであり、その強烈なコン

トラストは忘れられない体験にな

りました。刑事法、少年司法、家

族法、国際発展と法、法社会学と

いったプログラムをとりながら、

public defender office、裁判所、

リーガル・クリニック、ＮＧＯ、

刑務所・少年院・拘置所・少年鑑

別所等の訪問、調査をしたり、ま

たホームレスへのボランティア活

動などしました。米国が抱える深

刻な社会病理ゆえ、これに対する

斬新的取り組みには学ぶものがあ

る一方、一時しのぎの便宜的対処

に思える側面も垣間見られまし

た。なお、大学に提出した少年司法

に関する２本のペーパー（http://re-

positories . cdlib . org / csls / fwp /27/,

http://repositories.cdlib.org/csls/fwp/

32/）が、大学のデジタル・ライブ

ラリーに掲載されました。前者は

米国の取り組みを積極評価したも

の、後者は逆に消極評価したもの

です。大学から先日、ペーパーの

ダウンロードが掲載後３００回を超

えた旨通知があり、一見、聞く耳

を持たないような側面を持つ米国

ですが、実は他者からの批判・論

評を求めているような印象も新た

に持たされました。アジア、日本

からの発信は特に求められている

ように思います。本留学制度は、

単位取得に追われるＬＬＭ留学と

異なり、米国社会を各自の視点で

考察でき、ときには日本からの情

報発信もできる貴重な制度であ

り、ぜひお薦めします。

あなたも
行ける
アメリカ留学

公益活動に従事しておられる会員の皆さん。国際的視

点から業務上の問題を検討してみたいけれども、留学は

敷居が高いと思っておられませんか。日弁連では、ニュ

ーヨーク大学ロースクール（ＮＹＵ）及びカリフォルニ

ア大学バークレー校（ＵＣＢ）と提携し、継続してこれ

らの大学に研究員を派遣しています。期間は原則１年。

滞在費・渡航費は自己負担ですが、研究費は無料です。

大学の講義やセミナーを受講し、図書館やコンピュータ

などの施設を利用して研究を深め、世界各国から集まる

法律家や研究者と意見を交換し、研究成果を発表するこ

とができます。

本号では、今年研究を終えられた会員より、体験談を

寄稿していただきました。公益活動には、人権擁護・消

費者・環境・女性・障害者・司法制度・刑事司法・少年

司法・情報公開・国際人権等と社会との諸問題、国際司

法支援等の国際協力にかかわる課題等幅広いテーマが含

まれます。これらの活動に従事し、研究開始までに研究

に足る英語力を身に付ける意欲のある方、留学にチャレ

ンジしてみませんか。詳しい募集要項を記載したパンフ

レットをご希望の方は日弁連企画部国際課電話番号０３

（３５８０）９７４１まで。 （片山）

表表敬敬訪訪問問・・懇懇談談（２００５年度後期）

ABA Section of International Law（６月２０日） ケネス・リーゼンフェルド議

長を始めとするアメリカ法曹協会（American Bar Association）国際法セク

ション（Section of International Law）が来会し、執行部及び関係委員会と

懇談した。

大韓民国裁判官（７月８日） 崔義鎬ソウル南部地方法院判事ほか５名が日弁連を

訪問し、日弁連の活動や司法制度改革等について懇談した。

国連特別報告者（７月１１日） 国連特別報告者のシグマ・フーダ氏が来日し、主に

人身売買について懇談した。

大韓民国検事（７月２８日） 廬明善ソウル東部地方検察庁刑事５部長検事ほか１名

と、主に刑事手続の可視化について懇談した。

浙江省中国律師（８月１日） 周以斌浙江省温州市律師協会顧問ほか４名が日弁連

を表敬訪問した。

台湾法務部検察官視察団（９月２８日） 邱美育台湾高等法院検察署検察官ほか４名

と、主に刑事訴訟法改正についてとゲートキーパー問題について懇談した。

国連子どもの権利委員委員長（１０月１１日） 国連子どもの権利委員会ヤープ・エグ

バート・ドゥック委員長ほか２名が来会し、梶谷会長が表敬訪問を受けた。

タイ王国国家人権委員会委員（１１月４日） タイ王国国家人権委員会委員であるス

チン・ノファケット氏が来会し、人権について懇談した。

ＩＢＡ事務総長（１１月７日） フェルナンド・パレスピエールＩＢＡ（International

Bar Association）事務総長と梶谷会長が、ＩＢＡについて懇談した。

ソウル地方弁護士会（１１月９日） ソウル地方弁護士会より、李俊範会長を始めと

する１２名が日弁連を表敬訪問した。

広州市律師協会訪日団（１１月１５日） 葉育長広州市律師協会名誉会長を団長とする

１０名が日弁連を表敬訪問し、日弁連の組織等について懇談した。

ＮＹＵで生きた国際人権法に開眼
東京弁護士会 伊藤 和子

ＮＹ留学中は、ＮＹ州の協力で

陪審制度の調査をする一方、ＮＹ

Ｕで国際人権法・刑事法を学びま

した。特に、世界で活躍する国際

法学者・実務家が集まるＮＹＵの

国際法コースで、最先端の国際人

権法を学んだことは、目を開かさ

れるような体験でした。海外の法

律家たちが、自国の枠を超えて国

連・ＮＧＯで人権の前進のために

活躍し、国際刑事裁判所などのシ

ステムを通じて紛争後の社会での

平和構築に貢献する姿に接し、そ

うした活動の基礎知識や方法論を

「生きた国際人権法」として学ぶ

ことができました。また、人権弁

護士の養成を目的とする「グロー

バル・パブリック・サービス・プロ

ジェクト」で出会った世界、特に

途上国の法律家との交流は素晴ら

しい経験でした。９０年代、多くの

途上国は、困難を乗り越えて人権

状況を前進させ、人権弁護士たち

がその先頭にたちました。７０－８０

年代に大規模人権侵害を経験した

国々で、若手弁護士たちが人権Ｎ

ＧＯを設立し、ロースクールに人

権教育・人権クリニックを導入

し、それらを発信源として実際に

社会を変え人権を実現してきたと

いいます。こうした各国の経験は、

日本の人権活動のあり方、そして

「国際人権法」分野の未発達なロ

ースクール教育の見直しをも迫る

ものではないでしょうか。プログ

ラム終了後、私は国連人権小委員

会のインターンを経て、現在は刑

事司法制度の調査及び人権ＮＧＯ

のインターンをしていますが、帰

国後は貴重な経験を国内に還元し

ていきたいと思います。

「この記事に記載のある国際団体や会議等にご興味がお有りの方は、日弁連国際課までお問い合わせ下さい（ＴＥＬ０３‐３５８０‐９７４１）」

ＬＡＷＡＳＩＡ理事会 in ホーチミン
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